
大磯町新庁舎整備事業

様式集に係る新旧対照表 令和7年10月31日

Ｎｏ 項目等 書類名等 変更前 変更後

1 様式5-11

要求水準書チェックシー
ト

第3章
第2節 建築計画

13.その他

vi)現庁舎からの移設物として、植物、石碑（「資料17　記念樹・記
念碑等移設リスト」を参照）を適切な位置に移設すること。

vi)現庁舎からの移設物として、植物、石碑、災害用給水タンク、防
災備蓄倉庫（「資料17　記念樹・記念碑・災害対策施設等移設リス
ト」を参照）を適切な位置に移設すること。災害用給水タンク及び
防災備蓄倉庫は、工事期間中及び新庁舎整備後においても使用
するため、施工計画にあわせて移設を行うこと。なお、新庁舎整備
後における移設先は、下記を基本とし、詳細は設計段階での協議
によるものとする。

2 様式5-11

要求水準書チェックシー
ト

第3章
第4節 設備計画
4.給排水設備

viii)　震度５程度の地震に対して自動診断・復旧システムを備える
こと。

―

3 様式5-11

要求水準書チェックシー
ト

第3章
第4節 設備計画
5.昇降機設備

―
ix)　震度５程度の地震に対して自動診断・復旧システムを備えるこ
と。


